
。

改
造
の
程
度
に
つ
い
て
は
大
に
工
夫
〃
要
す
る
黙
で
あ
る
。
宗
内
一
部
に
は
大
改
造
論
者
も
あ
る
ど
聞
く
が
、
大
改

造
を
施
す
な
ら
ば
寧
ろ
全
部
新
築
す
る
方
が
よ
い
。
唯
だ
現
在
宗
門
は
之
を
許
さ
楓
事
情
も
あ
る
こ
さ
を
思
ひ
、
可

及
的
理
想
に
近
い
制
度
の
樹
立
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

法
主
師
管
長
制
度
に
宿
る
中
心
確
立
の
精
祁
と
他
迄
尊
重
し
、
今
後
あ
ら
ゆ
る
機
會
に
こ
伽
が
狼
化
擴
充
を
計
り

以
て
宗
門
の
自
覺
を
促
し
、
完
釜
に
從
一
出
多
從
多
歸
一
の
宗
門
を
資
現
し
て
、
宗
澗
の
御
聖
意
に
副
α
奉
る
日

の
、
一
日
も
連
か
な
ら
ん
こ
と
を
念
願
し
て
己
弐
ぬ
。

祀
廟
中
心
制
度
の
確
立
に
對
す
る
慶
讃
の
榊
並
に
感
想
の
一
端
は
、
教
報
七
月
號
「
中
心
制
度
確
立
奉
告
大
慶
典

法
鬮
其
合
の
現
諺

法
國
冥
合
の
現
證

一
、
新
制
度
の
將
來
と
豫
兆

柴
田
一

一
一
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一
一
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記
念
號
」
の
誌
上
に
禿
筆
を
馳
せ
た
通
り
で
、
大
方
識
者
の
電
覧
を
得
た
こ
と
を
蔭
な
が
ら
光
榮
と
存
じ
て
居
っ
た

虚
、
又
々
穰
祁
編
輯
局
か
ら
「
法
主
即
管
長
記
念
號
」
に
何
か
威
想
を
寄
稿
せ
よ
と
の
、
有
り
が
た
い
仰
せ
を
蒙
っ

た
の
で
あ
る
が
、
既
に
盛
大
な
奉
告
大
慶
典
も
無
事
に
濟
み
、
十
月
お
會
式
月
の
二
十
六
日
午
前
十
時
よ
り
、
宗
務

院
櫻
上
の
大
廣
間
に
登
遁
を
築
い
て
、
漢
口
陥
蒸
所
願
の
國
祷
會
を
修
行
す
る
機
會
を
以
て
、
新
制
度
に
よ
っ
て
選

畢
當
選
せ
ら
れ
た
新
管
長
と
し
て
の
望
月
法
主
祝
下
並
に
新
總
監
鯉
出
孝
潤
師
の
就
任
祇
賀
の
宴
が
開
か
れ
る
豫
定

で
あ
っ
た
所
、
武
漢
三
鐘
の
攻
略
に
向
っ
た
皇
軍
の
快
速
部
隊
は
、
文
字
通
り
早
や
漢
口
の
一
部
に
入
城
し
た
と
云

ふ
一
三
－
ス
が
入
っ
た
騒
ぎ
に
、
當
日
俄
か
に
立
看
板
を
貼
り
か
へ
て
一
‐
漢
風
入
城
肌
賀
會
」
と
早
替
ｂ
を
さ
せ
た

な
ど
は
、
是
亦
快
速
的
臨
機
の
所
置
で
あ
る
と
威
服
し
た
。
併
し
東
京
府
下
三
百
の
寺
院
並
に
近
縣
本
山
や
有
志
寺

院
等
無
慮
五
百
の
大
衆
が
、
雲
の
如
く
集
ま
っ
た
の
は
、
近
年
稀
に
見
る
所
で
あ
る
と
、
風
評
さ
れ
た
程
の
盛
會
で

あ
っ
た
の
で
、
新
管
長
大
導
師
の
下
に
嚴
修
さ
れ
た
國
祷
會
の
木
剣
の
一
音
に
も
膏
が
乘
り
、
請
訶
の
蕊
に
も
溌
測
た

る
生
気
が
脹
っ
て
居
っ
た
。
特
に
目
立
っ
た
の
は
大
本
山
池
上
本
門
寺
酒
井
貫
主
を
始
め
近
縣
各
本
山
の
貫
主
方

が
、
總
動
員
の
姿
で
ズ
ラ
リ
と
座
を
並
べ
ら
れ
た
光
景
は
、
釜
く
空
前
の
事
で
あ
っ
て
、
法
主
部
管
長
制
度
充
質
の

將
來
に
何
物
と
か
濡
ら
す
べ
き
自
然
法
爾
の
前
兆
で
は
あ
る
凌
い
か
と
、
第
六
戯
に
響
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
新
制
度
議
決
の
瞬
間
を
追
懐
し
て

「
法
主
即
管
長
」
と
い
ふ
標
語
を
獺
調
し
て
、
宗
門
人
の
注
意
を
此
の
一
黙
に
集
注
せ
し
め
、
明
治
廿
一
年
の
譜
間

法
幽
冥
合
の
現
誰
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I

現
行
宗
門
の
機
構
は
本
末
制
度
で
あ
っ
て
、
總
大
五
山
に
三
十
九
箇
本
山
、
総
計
四
十
四
箇
本
山
の
配
下
に
三
千

六
百
の
末
寺
を
分
轄
し
っ
Ｌ
あ
っ
て
、
法
制
上
の
耐
廟
中
心
は
成
立
し
た
と
は
言
へ
、
内
容
に
於
て
は
何
等
の
獺
革

も
な
く
新
味
も
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
肌
廟
を
中
心
と
す
る
身
延
は
同
時
に
宗
門
の
中
心
ご
な
り
、
祀
山
は
宗
門
に

解
放
さ
紅
だ
が
三
千
の
末
寺
と
分
循
し
て
居
る
四
大
本
山
ご
三
十
九
箇
本
山
は
奮
態
依
然
と
し
て
存
績
し
て
居
る
の

總
會
當
時
に
於
け
る
脆
風
的
Ｉ
爆
弾
的
ユ
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
「
藤
本
合
末
」
に
引
火
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
、
人

に
知
れ
ぬ
苦
心
焦
慮
は
、
恐
ら
く
當
局
首
脳
部
以
外
に
は
知
る
人
と
て
は
な
か
り
け
り
で
あ
っ
た
ら
う
と
恩
ふ
。
苦

心
は
決
し
て
無
駄
で
は
江
か
つ
だ
。
第
三
十
三
宗
會
議
場
は
「
法
主
部
管
長
論
」
「
管
長
部
法
主
論
」
ど
の
論
戦
で
火

○
○
○
Ｃ

花
を
散
ら
せ
、
合
末
も
屡
本
衣
ぞ
と
い
ふ
怖
ろ
し
い
機
雷
に
は
鯛
れ
な
い
で
、
ゲ
ン
人
、
と
軌
道
に
乘
っ
て
行
っ

た
。
増
田
議
長
満
堂
の
室
氣
が
法
主
即
管
長
論
者
に
有
利
な
り
と
看
る
や
、
機
敏
と
や
言
は
ん
、
老
巧
と
や
名
け

ん
、
符
長
即
法
主
論
者
に
一
言
容
峰
の
逼
さ
へ
典
へ
ず
、
電
光
石
火
の
採
決
「
原
案
賛
成
絶
對
多
撒
」
と
宣
告
し

た
。
吉
倉
議
員
の
浦
塲
總
起
立
玄
題
三
唱
の
緊
急
動
議
に
、
反
對
論
者
も
我
を
忘
れ
て
起
立
し
、
雛
高
く
唱
和
し
た

風
紫
は
全
く
人
間
業
で
は
な
い
と
威
せ
ら
れ
た
。
冷
靜
に
立
遼
っ
て
之
を
考
へ
て
見
る
ご
、
是
亦
新
制
度
張
化
の
前

途
に
一
繩
の
暗
示
を
典
へ
る
か
の
如
く
威
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

法
剛
冥
合
の
現
識 三

、
根
本
的
宗
門
機
構
の
再
建

一

五



で
あ
る
。
宗
門
唯
一
の
總
本
山
と
は
言
泓
な
が
ら
、
賃
は
そ
の
末
寺
た
る
五
百
餘
箇
寺
に
擁
立
さ
れ
て
居
る
一
本
山

に
過
ぎ
茨
か
つ
た
の
が
、
舷
に
一
躍
釜
宗
門
の
身
延
と
な
っ
た
の
は
可
い
が
、
同
時
に
是
迄
の
五
百
有
餘
の
末
寺
は

何
う
な
る
の
か
、
本
末
制
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
以
上
、
本
山
に
は
末
寺
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
末
寺
に
は
叉
本
山
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勢
の
然
ら
し
む
る
所
、
怖
い
か
ら
恐
ろ
し
い
か
ら
ご
云
っ
て
百
年
河
清
を
俟
っ
て
ゐ
る
鐸
に

は
行
か
な
屯
岨
廟
中
心
制
の
内
容
充
賞
を
計
る
と
共
に
自
餘
の
四
十
三
本
山
の
發
展
を
も
遂
げ
一
妻
と
い
ふ
慶
讃

の
僻
を
寄
せ
た
大
徳
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
果
し
て
雨
立
す
る
で
あ
ら
う
か
。
明
治
維
新
以
後
に
於
け
る
日
本

帝
國
の
隆
々
た
る
、
文
化
的
發
展
は
、
一
に
徳
川
氏
の
大
政
奉
還
、
１
大
小
名
の
藩
籍
奉
還
の
結
果
に
歸
せ
胸
ば

な
ら
ね
事
實
を
見
れ
ば
、
葵
に
宗
門
新
制
度
の
行
く
べ
き
道
を
示
唆
さ
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
斯
る
根
本
機
構
か

ら
再
建
し
て
掛
ら
ね
ば
、
冥
實
大
宗
門
こ
し
て
の
進
展
は
到
底
賞
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
ご
信
ず
る
の
で
あ
る
。
世

界
的
日
本
長
期
建
設
の
途
上
に
あ
る
日
本
國
民
ｌ
別
し
て
末
法
應
時
の
救
世
教
を
擁
し
っ
Ｌ
あ
る
宗
門
人
は
、
本

山
未
寺
倶
に
深
刻
な
る
自
己
検
討
を
行
ひ
、
切
角
樹
立
せ
る
法
主
部
管
長
の
時
代
迩
應
の
新
制
度
を
し
て
看
板
倒
れ

に
委
せ
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
は
主
茎
し
て
新
制
度
の
完
成
に
向
っ
て
宗
門
人
の
執
る
べ
き
糒
祁
的
穏
悟
態
度
に
關
す
る
卑
見
で
あ
る
が
、

法
國
冥
合
の
現
雛四

、
覗
廟
の
備
整
と
奉
仕
會
の
責
務

一
一
二
一
〈



■

第
二
に
は
斯
の
如
く
釜
宗
門
人
の
精
祁
的
統
一
の
目
標
た
る
べ
き
身
廷
西
谷
覗
廟
の
改
修
備
整
の
事
業
で
あ
っ
て
、

時
局
の
然
ら
し
む
る
所
、
僅
か
に
岡
山
縣
下
道
俗
の
澗
庸
参
道
改
修
、
大
阪
府
下
道
硲
の
禰
經
殿
新
築
の
分
婚
に
止

ｂ
、
而
も
之
が
責
行
は
今
次
事
鍵
の
維
結
を
竣
胞
ぱ
な
ら
ぬ
停
頓
の
状
勢
に
餘
儀
な
く
せ
ら
れ
て
居
る
始
末
で
、
澗

廟
奉
仕
會
の
前
面
に
横
は
る
幾
多
實
行
上
の
難
關
を
想
へ
ば
、
資
以
て
氣
も
遠
く
な
る
や
う
に
威
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
如
何
な
る
障
碍
が
起
ら
う
と
も
乘
６
か
Ｌ
つ
た
以
上
砺
頭
の
岸
壁
に
着
く
ま
で
は
進
航
を
繼
續
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。

折
柄
配
達
し
來
つ
た
教
學
新
聞
を
見
る
ご
去
る
九
日
十
日
に
亘
っ
て
第
十
三
回
臨
時
門
末
議
會
が
總
本
山
奮
書
院

で
開
か
れ
、
新
制
度
に
伴
ふ
同
山
々
規
の
改
正
に
就
て
愼
重
審
議
が
行
は
れ
た
模
様
で
、
豫
而
宗
務
院
當
局
と
山
務

當
局
と
の
間
に
煉
り
上
げ
た
「
總
本
山
久
遠
寺
護
持
規
則
綱
領
」
が
提
出
さ
れ
、
殆
ん
ど
無
修
正
で
通
過
し
た
と
の

報
道
を
得
た
。
同
規
則
は
十
五
箇
條
よ
り
成
り
、
（
一
）
總
本
山
、
（
二
）
久
遠
寺
住
職
、
（
三
）
會
議
、
（
四
）
山

務
役
員
、
（
五
）
會
計
の
五
要
項
に
關
す
る
規
定
で
あ
る
。
・
一
寸
目
新
ら
し
く
威
せ
ら
れ
る
の
は
「
祁
山
會
」
の
新

設
で
あ
っ
て
、
久
遠
寺
住
職
ば
耐
山
會
の
協
賛
を
經
て
山
規
を
施
行
す
る
こ
と
Ｌ
な
り
、
該
會
は
姐
山
會
議
員
を
以

て
組
織
し
久
遠
寺
住
職
之
を
任
命
す
と
あ
っ
て
、
末
寺
中
か
ら
互
選
せ
ら
れ
た
者
、
宗
會
議
員
中
か
ら
互
選
せ
ら
れ

法
幽
冥
合
の
現
澱 五

、
歴
史
的
最
後
の
門
末
會
と
其
成
果
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七



宗
祀
の
御
在
山
さ
同
様
、
此
後
九
箇
年
在
職
の
保
障
を
護
ら
れ
た
新
法
主
即
管
長
た
る
望
月
日
謙
大
僧
正
は
、
必

ず
爲
す
有
る
べ
く
期
待
を
懸
け
ら
れ
つ
腿
あ
る
蝿
出
新
總
監
の
補
佐
と
相
俟
て
、
澗
廟
中
心
の
完
成
を
目
指
し
て
倍

々
加
餐
自
重
せ
ら
れ
む
こ
と
を
爲
法
爲
國
切
望
燗
願
の
至
り
で
あ
る
。

漢
口
廣
東
攻
略
後
の
皇
軍
は
更
に
新
段
階
に
向
っ
て
躍
進
を
績
行
し
っ
ｋ
あ
る
。
東
亜
建
設
の
明
朗
な
る
前
途

は
、
日
一
日
と
光
明
に
照
ら
さ
れ
っ
ｋ
あ
る
。
伏
し
て
願
く
は
斯
の
如
き
洋
や
た
る
正
義
國
家
の
進
展
に
連
れ
て
正

法
護
國
を
宗
是
と
す
る
我
が
宗
風
の
大
々
的
に
宣
揚
せ
ん
こ
と
を
…
・
・
南
無
妙
法
蓮
華
經
。

た
者
及
び
宗
門
Ｆ
’
一
功
績
今
の
る
者
か
ら
特
選
さ
れ
、
任
期
は
四
年
と
な
っ
て
居
る
。
つ
ま
り
是
迄
の
門
末
會
に
代
り
一

般
宗
門
的
と
な
り
、
從
っ
て
從
氷
の
常
置
會
も
同
様
擴
大
し
た
畑
か
ら
畢
け
ら
れ
る
順
序
と
な
り
、
是
迄
の
執
事
長

は
「
總
務
」
と
改
稲
し
、
宗
機
参
議
會
で
錘
衡
し
た
候
補
者
中
か
ら
、
管
長
の
任
命
で
披
擢
さ
れ
る
こ
と
Ｌ
な
り
、

歳
入
歳
出
豫
算
も
旭
山
會
の
協
賛
を
經
る
こ
ご
に
改
正
さ
れ
て
居
る
。
要
す
る
に
過
渡
的
便
法
に
外
な
ら
ぬ
威
の
も

の
で
、
深
く
時
局
に
顧
み
る
所
今
の
っ
て
、
暫
く
こ
の
程
度
で
我
慢
を
し
や
う
と
云
、
毎
漸
進
主
義
の
方
針
で
行
く
の

だ
と
あ
れ
ば
、
我
亦
多
く
を
言
は
ん
や
で
あ
る
。
↑
人
は
制
度
に
動
か
さ
れ
、
規
則
に
支
配
さ
れ
る
が
、
制
度
や
規
則

を
活
か
し
若
く
は
殺
す
の
も
亦
人
で
あ
る
。
他
律
的
規
定
で
あ
る
限
り
制
度
規
則
は
死
ん
で
居
る
。
自
律
的
の
精
祁

魂
塊
か
ら
發
し
た
規
律
で
な
け
れ
ば
英
に
自
己
を
制
し
、
他
を
律
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。

六
、
祀
廟
中
心
の
完
成
と
切
な
る
所
り

法
國
冥
合
の
現
謹

八


